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　戦後の混乱期などで義務教育が受けれなかった方、不登校などの理由で、中学校を形式的に卒業した方、外国籍などで日本
の義務教育に相当する教育を受けていない方などに対し、夜間の時間帯で中学校の教育課程の授業を行う公立中学校の夜間
学級（以下「夜間中学」という。）を令和４年度に開級するもの。
　また、夜間中学は、神奈川県立高校の利用や他市町村の生徒も通える広域的な仕組づくりなどを神奈川県教育委員会と連携
して、設置する。
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〇上部会議に付議する。
  なお、行財政運営の考え方（市の政策決定の仕組みと新規事業の取り扱い）については、市長公
室、財政局、総務局にて調整する。

〇中学校夜間学級を令和４年４月に開級することを目指し、他市町村からも通える広域的な仕組とし
て、神奈川県及び他市町村の教育委員会との具体的な調整を進めることを決定する。
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※捻出する財源概要… 他市町村から応分負担が有。その概要は裏面を参照
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設置の公表

県教委との合意

・県立高校の利用

・広域的な仕組

参加市町村との調整

教育課程等の研究・編成

条例等の改正

ＩＣＴ環境整備

備品等購入（Ｒ３主に職員室、Ｒ４以降主に教材、教具）

市民周知、説明

生徒募集 生徒募集 生徒募集生徒募集

夜間中学の開級

開級式

入学式



【応分負担の概要】

①設置準備に係る一般財源を、設置後１０年間で応分負担とする。（１年分の負担額：14,303千円／１０年＝1,430千円）

②運営費に係る一般財源に①の設置準備に係る応分負担の１年分を加え、在籍する生徒数で応分負担する。

応分負担の総額：33,186千円＋1430千円＝34,616千円

③本市在住の生徒が半数であった場合の他市町村からの応分負担額

・運営費の応分負担　：33,186千円×1/2　＝　16,593千円

・設置準備の応分負担： 1,430千円×1/2　＝　　 715千円

⇒当該年度の本市実質負担　33,186千円－16,593千円－715千円＝15,878千円

※設置準備に係る応分負担期間の10年を過ぎた後は、16,593千円となる。

※応分負担の考え方では、本市設置も他市設置も費用負担は変わらない。

【教員定数（８人）の費用負担の想定】

①本市が全て負担した場合

66,000千円（平均給与の合計（副校長＋教員７人）－22,000千円（国庫負担金（１／３））＝　44,000千円

②県が４人分を負担した場合

66,000千円－30,972千円（教員４人分）－11,676千円（国庫負担金（１／３））＝　23,352千円

※いずれの場合にも、地方負担分（２／３）については、県からの税源移譲・地方交付税により賄われている。

【調整会議での意見質問】
〇本件は、中長期の政策として本市に設置が必要であるか、またその財政的負担はどうかという点について、再度検討を要する
として再協議を行うものである。
〇不登校生徒の割合が高いこと及び外国人児童生徒数が増加傾向にあることを踏まえると、事業の必要性や本市として夜間学
級を設置すべき理由については理解できる。
〇教育局としては夜間学級設置に係る費用は他の事業の見直し等により捻出するということで、新たな財源は必要ないということ
でよいか。
→そのように考えている。
〇事業実施にかかる財源を生み出すために、他の事業を見直すことは評価できる。しかし、長期財政収支上、大幅な歳出超過が
見込まれている中、財源を生み出したからといって、必ず新規事業を実施できるというものではない。
〇他市ではなく本市が夜間学級を設置することで、校舎改造などの費用が追加でかかるのではないか。
→校舎改造は神奈川県が実施することとして調整中である。また、他市に応分負担を求める広域的な仕組みを構築するため、本
市が設置しても、他市が設置しても、本市の生徒にかかる費用には変わりはない。なお、夜間学級設置による教育委員会の事務
量の増を見込み、職員1名の増員を想定しているため、配置されればその人件費分は増額となる。

備　　考

教育支援体制整備事業費補助金（夜間中学の設置促進・充実事業（補助率１/３）

教育支援体制整備事業費補助金（日本語指導、スクールカウンセラー（補助率１/３））

調整部局名等 調整内容・結果

夜間中学検討会議(２回） （名称は令和元年度）ｼﾃｨｰｾｰﾙｽ・親善交流課、企画政策課、広域行政課、財務課、

設置方法作検討作業部会(2回) 精神保健福祉センター、こども・若者支援課、教育総務室、学務課、学校保健課、

条例等の調整 条例 改廃あり 議会提案時期

令和3年1月 議会への情報提供

あるかの検討を調整会議にて再度協議すること。

入学対象者検討作業部会(2回) 学校施設課、教職員人事課、教育センター、青少年相談センター

パブリックコメント あり 時期

日程等
調整事項 部会 令和2年12月

令和3年3月

（準備期間２年：補助上限額４００万、運営期間３年：補助上限額２５０万、特別交付税措置２/３）

第２回決定会議

○夜間中学の設置方法及び設置場所　○入学者の想定・支援

○県教委との調整事項

※夜間中学の設置内容の方向性については、概ね了承

〇調整会議に差し戻し

※本市に夜間中学を設置する必要性の再検討と中長期政策として必要な事業で

事前調整、検討経過等

定例会議 報道への情報提供 記者会見
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第３回 決定会議 議事録 

令和２年９月１０日 

 
１ 相模原市立中学校夜間学級の設置について 

（説明者：学校教育部長） 

 

（１）主な意見等 

 
 〇当市が設置することのメリットを再度確認したい。 

→他市が設置する場合の費用も応分負担となり、本市の財政負担額に変わりはないた

め、本市が設置し、教育課程やクラス編成を自ら決定できるイニシアチブをもつこ

とに設置メリットがある。 
  

〇当市設置と他市設置を比べ、教育課程やクラス編成に違いが想定されるのか。 
→本市は不登校生徒の割合が高いことが特徴だが、県央地域では外国籍の生徒が特に

多いことが予想されるため、他市で設置した場合は、外国籍生徒を重視した日本語

支援重視型となり、本市が求めるバランス型とは異なる編成となる可能性がある。 
 

〇事業の必要性は理解する。しかしながら、長期財政収支上、多額の歳出超過が見込ま

れており、財源の担保がないままに新規事業の実施を決定してよいのか。市としての

意思決定のあり方が今のままでよいのか。 
 →新規事業の実施に係る考え方の整理や政策決定の仕組みについては、別途、市長公

室、財政局、総務局で協議し、早急に決めていきたい。 
 →必要経費は人口減少に伴う児童生徒数の自然減により、学校教育全体事業費が縮小

することで生み出される財源で実施可能と考えている。 
  
 〇応分負担の仕組みを採用しても、教育課程の変更により全体事業費は変動する。よ

って、財政的負担は変動する可能性がある。設置決定にあたっては、想定以上の財

政負担が生じても、相応の負担をする覚悟を持って決定する必要がある。 
 
 〇市の方針決定に時間の猶予はあるのか 
 →令和４年の開校を目指すのであれば、県及び応分負担してもらう各市との調整を行

わなければならないため、現時点で時間的猶予はないと考えている。 
 

（２）結 果 

 〇上部会議に付議する。 
  なお、行財政運営の考え方（市の政策決定の仕組みと新規事業の取り扱い）について

は、市長公室、財政局、総務局にて調整する。 
以 上   

 


